
志摩市災害医療訓練について 

平成３０年 ９月２５日 
志摩市健康推進課 

１ 実施日時 

  平成３０年 ９月３０日（日）９時００分～１２時００分 
 

２ 会場 

  浜島小学校 体育館 
 
３ 被害想定 

   ９月２７日（木）午前 9時 00分ごろ、南海トラフを震源とする海溝型地震が発生し、

当地域では、最大震度７の地震が観測され、津波や地震等により多くの負傷者が発生。ま

た、家屋の倒壊、道路・橋梁の損壊、電気・ガス・水道等の寸断等、甚大な被害が発生し

た。死者多数のため、遺体安置所が設置されている。 

 

４ 訓練構成 

発災３日目（急性期）を想定した、避難所における公衆衛生活動、及び医療救護所（仮

設診療所）の運営。医療支援チームとの連携、検視・検案及び遺体の管理に関する活動。 
 

図表 訓練時間イメージ 

8時     8時半      9時               11時半     12時 

   

 

 

 

 

 

５ 訓練参加団体（順不同） 

  志摩医師会、鳥羽志摩歯科医師会、三重県歯科医師会、鳥羽志摩薬剤師会、浜島自治会、

三重県立志摩病院、三重県警察、鳥羽警察署、鳥羽海上保安部、三重県 DPAT（災害派遣精

神医療チーム）、三重県（医療保健部健康づくり課）、伊勢保健所、志摩広域消防組合、志

摩市(健康推進課、環境課、志摩市民病院、地域防災室（情報伝達訓練)） 

 

６ 訓練目的  

①発災後、72時間の災害医療活動について、外部からの医療支援チームや関係機関との役 

割分担・連携等について模擬体験することにより実災害でも冷静かつ臨機応変な対応力 

の向上及びトリアージの精度向上を図る。 

   ②遺体安置所の運営、検視・検案について模擬体験することにより、設置・運営上の課題 

を見出す。 

③関係機関との連絡・連携の強化を図る。 
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７ 訓練内容  
①医療救護班による避難所に併設した発災72時間後（３日目）の救護所運営訓練 

   ②志摩医師会、志摩消防署と志摩市災害対策本部との情報伝達訓練（衛星携帯） 

   ③薬剤の管理、医療支援チームとの連携訓練 

   ④救急患者への対応及び搬送訓練 

   ⑤避難者の健康管理 

   ⑥鳥羽警察署の検視係による検視・検案場所の設置、運営訓練 

   ⑦三重県歯科医師会・鳥羽志摩歯科医師会による検案訓練 

   ⑧DPAT隊による医療救護所での精神科診療場所の設置・運営訓練。調整本部、関係機関等 

との情報伝達・連携訓練 

  ⑨市保健師による災害時保健活動マニュアルに沿った活動訓練 
 

８ 訓練の中止について（志摩市総合防災訓練の判断基準と同様） 

次の場合は訓練を中止します。なお、中止決定は当日午前６時００分に行い、訓練中止の場

合は、関係者へ連絡します。 

（１）訓練当日、市内で震度５弱（最大震度）以上の地震が観測された場合 

（２）志摩市沿岸（津波予報区：「三重県南部」）に、「大津波警報」、「津波警報」又は「津波注

意報」が発表されている場合 

（３）遠地地震により志摩市沿岸（津波予報区：「三重県南部」）に、「大津波警報」、「津波警報」

又は「津波注意報」が発表される可能性がある場合で、市長が訓練中止を適当であると判

断した場合 

（４）「南海トラフ地震に関連する情報（臨時）」が発表された場合 

（５）市内に「大雨」、「洪水」、「暴風」、「高潮」警報又は特別警報が発表されている場合又は三

重県内に特別警報が発表され市長が訓練中止を適当であると判断した場合 

（６）訓練当日、志摩市に災害対策本部が設置又は継続されている場合 

（７）その他当日の天候により訓練実施が困難と判断される場合や市内で緊急対応を行っている

場合で市長が訓練中止を適当であると判断した場合 

 

９ 駐車場について 

  浜島小学校校舎横駐車場 

 

10 集合時間・場所・持ち物 

  関係機関： ８時３０分 浜島小学校体育館 集合 

  ※持ち物：中履き用シューズ、飲みもの（水分補給用） 


